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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医療用手当て用品であって、
　上面と、前記上面の反対側の外部接触面とを有する基材と、
　前記外部接触面の第１の部分に第１の粘着力を有する第１の接着剤と、
　前記外部接触面の第２の部分に第２の粘着力を有する第２の接着剤と、を備え、
　前記第１の接着剤が、前記第２の接着剤よりも大きい粘着力を有し、
　前記第２の接着剤を有する前記第２の部分が、外周に隣接し、前記基材の前記外周の少
なくとも２５％に沿って延在する、医療用手当て用品。
【請求項２】
　前記第１の部分が、前記第２の部分によって完全に包囲される、請求項１に記載の医療
用手当て用品。
【請求項３】
　前記第１の接着剤が、アクリレート含有接着剤である、請求項１又は２に記載の医療用
手当て用品。
【請求項４】
　前記第２の接着剤が、シリコーン含有接着剤である、請求項１～３のいずれか一項に記
載の医療用手当て用品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本開示は、複数の接着剤を有する医療用手当て用品に関する。具体的には、本開示は、
医療用装置を皮膚に固定するための医療用手当て用品に関し、第１の接着剤が医療用装置
に固定される一方、弱い接着剤が皮膚に固定されることができる。
【背景技術】
【０００２】
　医療用粘着性手当て用品は、医療用装置を皮膚に固定するため等、多様な医療用途のた
めに使用される。粘着性手当て用品は、感染性種からの保護バリアを創傷又は挿入部位に
提供することができる。透明な粘着性手当て用品は、手当て用品を取り外す必要なく挿入
部位の視覚モニタリングを達成できるため、カテーテル部位で一般に使用される。挿入さ
れた医療用装置の不良又は弱い固定、及び拮抗的微生物の挿入部位内への潜在性湿潤は、
カテーテル再挿入の必要性をもたらす恐れがあったり、静脈炎及びカテーテル関連血流感
染（ＣＲＢＳＩ）等の合併症につながる恐れがあったりする。患者がＣＲＢＳＩを経験す
ると、死亡率及び罹患率は大幅に増加する。挿入された医療用装置を固定するために使用
される非常に強力な接着剤は、皮膚とも接触し、除去する際に皮膚に非常な損傷を与えか
ねない。より弱い接着剤を使用すると、接着剤が皮膚から除去された後の皮膚の損傷、す
なわち、浮腫、紅斑、皮膚細胞の剥離を大幅に緩和することができる。しかしながら、普
通の弱い接着剤は、挿入された医療用装置に対して不良な粘着力を有するシリコーン系接
着剤である。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　開示される医療用手当て用品は、複数の接着剤を含む。第１の接着剤が医療用装置に強
力に固定されることができる一方、弱い接着剤が皮膚に固定される。したがって、医療用
装置が固定される一方、皮膚が弱い接着剤と接触する。開示される医療用手当て用品上の
接着剤の選択、及び接着剤の位置決めは、皮膚に優しく固定しながら、医療用装置を患者
に効果的に固定する医療用手当て用品をもたらす。
【０００４】
　一実施形態において、医療用手当て用品は、上面と、上面の反対側の外部接触面とを有
する基材と、外部接触面の第１の部分に第１の粘着力を有する第１の接着剤と、外部接触
面の第２の部分に第２の粘着力を有する第２の接着剤とを備える。第１の接着剤は、第２
の接着剤よりも大きい粘着力を有する。第２の接着剤を有する第２の部分は、外周に隣接
し、基材の外周の少なくとも２５％に沿って延在する。
【０００５】
　一実施形態において、医療用手当て用品は、上面と、上面の反対側の外部接触面とを有
する基材と、外部接触面の第１の部分にアクリレート接着剤と、外部接触面の第２の部分
にシリコーン接着剤とを備え、シリコーン接着剤を有する第２の部分が、外周に隣接し、
基材の外周の少なくとも２５％に沿って延在する。
【０００６】
　一実施形態において、医療用装置を固定する方法は、医療用装置を皮膚に隣接して位置
付けることと、上面と、上面の反対側の外部接触面とを有する基材と、外部接触面の第１
の部分に第１の粘着力を有する第１の接着剤と、外部接触面の第２の部分に第２の粘着力
を有する第２の接着剤とを備える医療用手当て用品を、第１の接着剤が医療用装置と接触
し、第２の接着剤が皮膚と接触するように、医療用装置を覆うよう適用することとを含む
。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】粘着性手当て用品の第１の実施形態の底面図である。
【図２】図１に示される粘着性手当て用品の側断面図である。
【図３】医療用装置を覆うよう適用された粘着性手当て用品の別の実施形態の上面図であ
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る。
【図４】図３の粘着性手当て用品の底面図である。
【図５】粘着性手当て用品の別の実施形態の上面図である。
【図６】図５の実施形態の側断面図である。
【図７】粘着性手当て用品の別の実施形態の上面図である。
【図８】図７の実施形態の側断面図である。
【図９】粘着性手当て用品の別の実施形態の上面図である。
【図１０】医療用装置を覆うよう適用された、図９に示される粘着性手当て用品の実施形
態の側断面図である。
【０００８】
　上記の図面は、本発明の実施形態を表しているが、考察において述べるように、他の実
施形態も企図される。いずれのケースでも、本開示は、限定する目的ではなく、説明する
目的で本発明を提示している。当業者が想到できる多くの他の変更及び実施形態は、本発
明の趣旨及び範囲内であることを理解すべきである。
【０００９】
　図は、縮尺どおりに描かれていない場合もある。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　医療用粘着性手当て用品を開示する。粘着性手当て用品は、上面と外部接触面とを有す
る基材を含む。外部接触面は、基材の外部接触面の一部分上にそれぞれ少なくとも２つの
接着剤を含む。外部接触面は、皮膚と接触することを目的とする粘着性手当て用品の表面
である。いくつかの実施形態において、外部接触面は皮膚と接触することができる一方、
医療用装置を皮膚に固定もする。一般的に、医療用装置を固定すると同時に、粘着性手当
て用品は装置の少なくとも一部を被覆し、包囲する一方、粘着性手当て用品の外周の外縁
は皮膚と接触する。
【００１１】
　基材
　基材は、単一層の材料であってもよく、２つ以上の層から構成されてもよい。基材は、
典型的には、可撓性材料である。基材は、フィルム、紙、織布、編物、若しくは不織布材
料、又は１つ以上のフィルム、紙、織布、編物、若しくは不織布の層の組み合わせであっ
てもよい。いくつかの実施形態において、基底の皮膚又は医療用装置の視認を可能にする
ために、透明な基材が望ましい。
【００１２】
　一実施形態において、基材は、高い水蒸気透過性を有するが、微生物及び他の汚染物質
が基材の下の領域から遮断されるように、液体水分に対して概して不浸透性を有する。好
適な材料の一例は、例えば、米国特許第３，６４５，８３５号及び同第４，５９５，００
１号（これらの開示は参照により本明細書に組み込まれる）に記述されている高水蒸気透
過性フィルムである。高水蒸気透過性フィルム／接着剤複合体において、この複合体は、
例えば、米国特許第４，５９５，００１号に記載されている倒置カップ法を使用して、３
７℃／１００～１０％　ＲＨで少なくとも３００ｇ／ｍ２／２４時間、又は３７℃／１０
０～１０％　ＲＨで少なくとも７００ｇ／ｍ２／２４時間、又は３７℃／１００～１０％
　ＲＨで少なくとも２０００ｇ／ｍ２／２４時間の速度等、人間の皮膚以上の速度で水蒸
気を透過しなければならない。水蒸気透過性を向上するために、穿孔基材若しくはフィル
ム、又はパターンコーティングされた接着剤が使用されてもよい。一実施形態において、
基材は、エラストマーポリウレタン、ポリエステル、又はポリエーテルブロックアミドの
フィルムである。これらのフィルムは、弾力性、高い水蒸気透過性、及び透明性の望まし
い性質を組み合わせる。
【００１３】
　非常に薄いフィルムに強度を追加するために、フィルムの全て又は部分は、別のフィル
ム、織布、編物、又は不織布の追加層を含んでもよい。例えば、３Ｍカンパニーから入手
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可能である３Ｍ　Ｔｅｇａｄｅｒｍ　Ｉ．Ｖ．Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｄｒｅｓｓｉｎｇは、
薄い透明なフィルムに固定された不織布基材を更に含む、基材の一部分を含む。
【００１４】
　接着剤
　接着剤とは、基材を皮膚に接着することができる材料を意味する。一実施形態において
、接着剤は、軽い圧力の印加を用いて、熱又は他の外因が接着を活性化する必要なく、基
材を皮膚に接着することができる感圧性接着剤である。
【００１５】
　一実施形態において、基材の外部接触面の第１の部分の第１の接着剤は、外部接触面の
第２の部分の第２の接着剤よりも高い粘着力を有する。一実施形態において、第１及び第
２の接着剤は、同一又は類似の分類の接着剤であるが、異なる粘着力を有してもよい。例
えば、接着剤の組成、接着剤の厚さ、又は接着剤の表面面積の変化は、粘着力を変化させ
ることができる。例えば、第１の接着剤及び／又は第２の接着剤は、アクリレート、シリ
コーン、ウレタン、ヒドロゲル、親水コロイド、天然ゴム、又は合成ゴムであってもよい
。
【００１６】
　「粘着力」とは、基材から接着剤を分離するために必要な力を意味する。粘着力は、い
くつかの方式で測定することができる。例えば、接着力は、剥離力又は剪断力によって定
義することができる。例えば、粘着力は、ＡＳＴＭ　Ｄ３３３０／Ｄ３３３０Ｍ－０４（
２０１０）を使用し、引きはがし粘着力によって定義することができる。例えば、粘着力
は、ＡＳＴＭ　Ｄ３６５４Ｍ－０６（２０１１）を使用して、剪断接着力によって定義す
ることができる。粘着力は、接着している特定の基材、及びＰＳＡが基材上に留まる時間
に大きく依存する。
【００１７】
　例えば、医療用手当て用品の感圧性接着剤によって示される典型的な引きはがし粘着力
の値は、ステンレス鋼から測定したとき、２０～３００ｇ／ｃｍの範囲であり得る。一実
施形態において、ＡＳＴＭ　Ｄ３３３０／Ｄ３３３０Ｍ－０４（２０１０）によって測定
したとき、第１の接着剤の引きはがし粘着力が第２の接着剤より少なくとも１０％高くな
ると、皮膚に優しい接着を提供する一方、医療用装置を固定するという両方の利点を実現
することができる。
【００１８】
　別の実施形態において、第１の接着剤はアクリレート接着剤であり、第２の接着剤はシ
リコーン接着剤である。本明細書で使用されるとき、「アクリレート」又は「アクリレー
ト系」という用語は、アルコールのモノマー性アクリル酸又はメタクリル酸エステルを指
す。本明細書において、アクリレートモノマーとメタクリレートモノマーとをまとめて「
アクリレート」モノマーと呼ぶ。「アクリレート系」と記載される材料は、少なくともい
くつかのアクリレートモノマーを含有し、追加のコモノマーを含有してもよい。
【００１９】
　アクリレート接着剤は、粘着性手当て用品を医療用装置又は皮膚に固定するために好適
である。粘着力は、高い粘着力又は低い粘着力を有するように処理することができる。概
ね、アクリレート接着剤と別の材料との間の粘着力は、経時的に増加する。この特性によ
って、アクリレート接着剤は、医療用装置を固定することを目的とする、第１の接着剤と
して好適になる。
【００２０】
　アクリレートコポリマーなどの皮膚に適用することが可能な好適なアクリレート接着剤
は、米国特許第ＲＥ　２４，９０６号（この開示は参照により本明細書に組み込まれる）
に記載される。具体的には、９７：３のイソ－オクチルアクリレート：アクリルアミドコ
ポリマーである。別のアクリレート接着剤は、米国特許第４，７３７，４１０号（実施例
３１）（この開示は参照により本明細書に組み込まれる）に記載されているような、７０
：１５：１５のイソオクチルアクリレート－エチレンオキシドアクリレート：アクリル酸
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ターポリマーである。他の有用なアクリレート接着剤は、米国特許第３，３８９，８２７
号、同第４，１１２，２１３号、同第４，３１０，５０９号、及び同第４，３２３，５５
７号（これらの開示は参照により本明細書に組み込まれる）に記載される。
【００２１】
　本明細書で使用されるとき、「シリコーン」又は「シリコーン系」という用語は、ジア
ルキル又はジアリールシロキサン（－ＳｉＲ２Ｏ－）反復ユニットを備えるユニットを含
むポリマーを指す。シリコーン系ポリマーは、分割されたコポリマー又はポリシロキサン
ポリマーであってもよい。シリコーン及びシロキサンという用語は互換的に使用される。
【００２２】
　一般的に、シリコーン接着剤は、手当て用品及びテープを皮膚に効果的に固定すること
が可能であり、皮膚から取り外す際に皮膚の損傷を全く又はほとんど生じない。典型的に
、シリコーン接着剤は、管類又は耐久消費財のようなポリマー系基材に良好に接着しない
。シリコーン接着剤を皮膚から優しく除去できることから、皮膚に接触することを目的と
する第２の接着剤としてシリコーン接着剤が好適になる。
【００２３】
　好適なシリコーン接着剤の一例は、国際公開第２０１０／０５６５４１号及び同第２０
１０／０５６５４３号（これらの開示は参照により本明細書に組み込まれる）に開示され
る。放射線により硬化されたシリコーン接着剤は、架橋の範囲を理由としてこの用途に特
に好適であり、したがって、シリコーン接着剤の粘着力をより良好に制御することができ
る。シリコーンゲル接着剤システムの他の例として、商標名Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇ　Ｍ
Ｇ　７－９８５０、Ｗａｃｋｅｒ　ＳＩＬＰＵＲＡＮ（登録商標）２１１０及び２１３０
、Ｂｌｕｅｓｔａｒ　ＳＩＬＢＩＯＮＥ（登録商標）ＲＴ　Ｇｅｌ　４３１７及び４３２
０、Ｎｕｓｉｌ　ＭＥＤ－６３４５及び６３５０として販売されている製品が挙げられる
。
【００２４】
　皮膚と接触する接着剤の場合、その接着剤が、人間の皮膚以上の速度で水蒸気を透過さ
せることが可能であることが所望される。そのような特徴は、適切な接着剤を選択するこ
とで達成することができる一方、米国特許第４，５９５，００１号及び米国特許出願第２
００８－０２３３３４８号（これらの開示は参照により本明細書に組み込まれる）に記載
されるように、接着剤を穿孔する又は接着剤を模様塗りするなど、高い相対速度の水蒸気
透過を達成する他の方法が使用されてもよいことも意図される。第１の接着剤及び第２の
接着剤はそれぞれ、第１の部分及び第２の部分を形成するように、非連続様式で適用する
ことができる。
【００２５】
　接着剤の構成
　第１の接着剤は、外部接触面の第１の部分に位置する。第２の接着剤は、外部接触面の
第２の部分に位置する。第１の部分は、外部接触面上の領域である第２の部分とは別個で
ある外部接触面上の領域である。一実施形態において、第１の接着剤を有する２つ以上の
第１の部分が存在する。一実施形態において、第２の接着剤を有する２つ以上の第２の部
分が存在する。
【００２６】
　より高い粘着力の接着剤又はアクリレート接着剤のいずれかである第１の部分は、医療
用装置に固定されることを目的とし、皮膚との接触は最小限に抑制される。より低い粘着
力の接着剤又はシリコーン接着剤のいずれかである第２の部分は、皮膚に固定されること
を目的とする。粘着性手当て用品を皮膚に最も効果的に固定するためには、医療用装置を
固定すると同時に、粘着性手当て用品の基材の外周は皮膚に接触しなければならない。し
たがって、第２の接着剤を含む第２の部分は、粘着性手当て用品の外周になければならな
い。
【００２７】
　一実施形態において、第２の部分は、基材の外周の少なくとも２５％に沿って延在する
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。別の実施形態において、第２の部分は、基材の外周の少なくとも５０％に沿って延在す
る。
【００２８】
　粘着性手当て用品の構成、医療用装置の種類に応じて、外周に沿って第１の部分を有す
ることが所望されてもよい。しかしながら、典型的には、第１の部分は、基材の外周の５
０％未満に沿って延在する。別の実施形態において、第１の部分は、基材の外周の２５％
未満に沿って延在する。別の実施形態において、第２の部分は、基材の外周全体に沿って
延在し、第１の部分を包囲する。
【００２９】
　第２の接着剤を有する第２の部分の全領域未満である、第１の接着剤を有する第１の部
分の全領域を有することが所望されてもよい。一実施形態において、第１の部分の領域は
、外部接触面の領域の５０％未満を有する。
【００３０】
　接着剤を本質的に含まない任意の第３の部分もまた、外部接触面上に含まれてもよい。
接着剤を含まない第３の部分は、医療用装置の挿入部位、創傷、又は外部接触面と医療用
装置との間の接着が所望されない場合は医療用装置の一部分を直接覆う領域と適合するこ
とが所望されてもよい。この接着剤を含まない第３の部分は、ガーゼ又はフォーム等、吸
収材を備えてもよい。
【００３１】
　粘着性手当て用品は、第１及び第２の接着剤だけを含むことに限定されず、追加の接着
剤を含む追加の部分を含んでもよい。
【００３２】
　任意成分
　接着剤の汚染を防止するために、接着剤の全て又は一部分を被覆する、任意の剥離ライ
ナーが含まれてもよい。一実施形態において、粘着性手当て用品を含むパッケージは、剥
離ライナーとして作用してもよい。好適な剥離ライナーは、クラフト紙、ポリエチレン、
ポリプロピレン、ポリエステル、又はこれらの材料の任意の複合体から作製することがで
きる。一実施形態において、ライナーは、フルオロケミカル又はシリコーンなどの剥離剤
でコーティングされる。例えば、米国特許第４，４７２，４８０号（この開示は本明細書
において参照として組み込まれる）は、低表面エネルギーぺルフルオロ化合物ライナーを
記載する。一実施形態において、ライナーは、シリコーン剥離材でコーティングされた紙
、ポリオレフィンフィルム、又はポリエステルフィルムである。
【００３３】
　基材の材料が薄く、可撓性が高い場合、基材の上面の全て又は一部を被覆する任意の担
体が含まれてもよく、構造上の支持を提供する。担体は、粘着性手当て用品が皮膚上に位
置付けられた後、上面から取り外し可能であってもよい。担体は、織布若しくは編物であ
る繊維、不織布材料、紙、又はフィルム等、多様な材料から構築することができる。一実
施形態において、担体は、基材の上面の外周に沿って存在し、上面から取り外し可能であ
り、ミネソタ州セントポールの３Ｍカンパニーから入手可能な３Ｍ　Ｔｅｇａｄｅｒｍ（
商標）Ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ　Ｆｉｌｍ　Ｄｒｅｓｓｉｎｇに使用される担体に類似す
る。
【００３４】
　粘着性手当て用品とは別個であるか又は手当て用品と一体であってもよい、任意の抗菌
成分が含まれてもよい。抗菌成分は、挿入部位内及びその周囲の微生物の増殖を阻害する
ために、医療用装置の挿入部位に近接又は隣接して位置する。抗菌成分は、３Ｍカンパニ
ーから入手可能な３Ｍ　Ｔｅｇａｄｅｒｍ（商標）ＣＨＧ　Ｉ．Ｖ．Ｓｅｃｕｒｅｍｅｎ
ｔ　Ｄｒｅｓｓｉｎｇに使用されるような、吸収フォーム又はゲルにすることができる。
【００３５】
　医療用粘着性手当て用品の使用
　粘着性手当て用品は皮膚に固定される。皮膚に対する潜在的な損傷を最小限に抑制する
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ために、第２の接着剤は、皮膚と接触するように位置付けられる。第１の接着剤は皮膚と
接触することができるが、典型的に、第１の接着剤は、皮膚に固定される医療用装置と接
触するように位置付けられる。したがって、粘着性手当て用品は、医療用装置の上を被覆
し、医療用装置の少なくとも一部の周囲の皮膚に固定する。
【００３６】
　多様な医療用装置を皮膚に隣接して位置付けることができる。いくつかは、挿入部位で
皮膚内へ挿入される一部分を含む。皮膚内に挿入される医療用装置を覆うよう位置付けら
れる粘着性手当て用品は、３つの利点を提供する。第１に、粘着性手当て用品が透明であ
る場合、医療従事者は、挿入部位を視認して装置が正しく挿入されているかを確認するこ
とができ、感染の兆候を探すことができる。第２に、粘着性手当て用品は、挿入部位を被
覆し、封止して、身体から汚染物質を遮断し、感染症を抑制することができる。第３に、
粘着性手当て用品は、医療用手当て品を固定することができるので、挿入部位にアクセス
することが必要になり、更にその部位を感染症の潜在的な病原菌へ暴露してしまう、位置
ずれが発生しない。
【００３７】
　多様な医療用装置が患者に近接して保持されるが、必ずしも皮膚に挿入する部分を含ま
ない。例えば、ドレープ、チューブ、心臓モニター、水分及び体温センサーは、患者に近
接する場合があるが、必ずしも皮膚又は体内に挿入されない。皮膚内に挿入される一部分
を含む医療用装置の例は、固定又は被覆されなければならない、身体内へ挿入されるヒュ
ーバー針を含むもの等のカテーテル、ポンプ、ポートである。医療用装置は、例えば、針
、針ハブ、又は第１の接着剤が固定するチュービング等の多様な構成要素を含む場合があ
る。
【００３８】
　一実施形態において、医療用装置及び粘着性手当て用品を含むキットが提供される。キ
ットは、例えば、手袋、医療用手当て用品の適用前に皮膚を洗浄するための消毒剤、皮膚
保護剤、ガーゼ、テープ、チュービング、挿入部位に配置するための抗菌パッチ、又は追
加の固定装置等、医療用装置の配置又は固定のために所望され得る、他の任意の構成要素
を含んでもよい。
【００３９】
　接触表面上に１つ以上の接着剤を含む創傷包帯が作製されている。しかしながら、それ
らの種類の包帯は、本明細書において開示される粘着性手当て用品とは完全に対照的な構
成体である。創傷包帯は典型的に、創傷の破損した皮膚と接触する中央部分により弱い接
着剤と、包帯を固定するために外周により強い接着剤とを含む。この場合、その後皮膚と
接触するようになる、外周のほとんどは、より弱い接着剤で被覆される。また、より強い
接着剤は、存在する場合であっても、外周の一部のみである。
【００４０】
　粘着性手当て用品の具体的な実施形態は、図１～１０に示され、以下に記載される。一
実施形態の構成要素及び材料の多様な構成は、他の実施形態に記載される構成要素及び材
料と互換可能であり得ることを理解されたい。例えば、簡潔性のために、図１及び２は、
粘着性手当て用品の多様な要素を示し、担体及び剥離層を含む。図３は、担体及び剥離層
を含む粘着性手当て用品を図示しないが、代わりに、皮膚及び医療用装置を覆うよう適用
された医療用手当て用品を示す。粘着性手当て用品のそれぞれは、担体及び剥離層を含ん
でもよく、皮膚及び医療用装置を覆うよう適用されてもよいことを理解されたい。加えて
、多様な実施形態は、基材層の多様な構成、並びに接着剤を含む第１の部分及び第２の部
分の多様な配置を示す。基材構成のいずれかの構成は、開示される接着剤の構成のうちの
いずれかと組み合わせて使用され得ることを理解されたい。該当する場合、第１の部分の
第１の接着剤は点刻で示され、第２の部分の第２の接着剤は平行線模様で示される。
【００４１】
　図１は、粘着性手当て用品１００の第１の実施形態の底面図である。図２は、図１に示
される実施形態の側断面図である。粘着性手当て用品１００は、上面１２０と外部接触面
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１３０とを有する基材１１０を備える。外部接触面１３０は、第１の接着剤１３２を含む
第１の部分１３１と、第２の接着剤１３４を含む第２の部分１３３とを含む。粘着性手当
て用品１００は、粘着性手当て用品１００の外縁部分である外周１４０を備える。
【００４２】
　基材は、露出される接着剤１３２、１３４と上面１２０との間の構造層の全てを備える
。この実施形態において、基材１１０は、複数の層を備える。この実施形態において、第
１の層１１１は、上面１２０を形成し、粘着性手当て用品１００の上から連続的に延在す
る。第２の層１１２は、外周１４０に隣接して延在するが、第１の接着剤１３２を含む第
１の部分１３１内には位置しない。第２の層１１２は、粘着性手当て用品１００に構造強
度を提供し、この実施形態において、不織布を備える。一般的に、層は、粘着を支援する
ために含まれる。例えば、第３の層１１３は、第１の接着剤１３３の粘着を支援するため
に含まれ、第４の層１１４は、第２の接着剤１３４の粘着を支援するために含まれる。
【００４３】
　外部接触面１３０で、第１の部分１３１は、第１の接着剤１３２を含む。第１の部分１
３１とは別個である第２の部分１３３は、第２の接着剤１３４を含む。この実施形態にお
いて、外周１４０全体は、第２の接着剤を含む第２の部分１３３を備える。第１の接着剤
１３２を含む第１の部分１３１は、第２の部分によって完全に包囲される。
【００４４】
　全体的に、基材１１０は、薄く、可撓性の水蒸気透過性材料のままである。したがって
、基材１１０に強度を提供するために、任意の担体層１５０が上面１２０上に含まれる。
担体層１５０は典型的に、粘着性手当て用品１１０が皮膚に適用された後、取り外し可能
である。外部接触面１３０を被覆し、第１及び第２の接着剤１３２、１３４の汚染を防止
するために、任意の剥離層１６０が含まれる。
【００４５】
　図３は、皮膚及び医療用装置６００を覆うよう適用された粘着性手当て用品２００の別
の実施形態の上面図である。図４は、粘着性手当て用品２００の底面図である。粘着性手
当て用品２００は、上面２２０と外部接触面２３０とを有する基材２１０を備える。図４
の底面図に示されるように、外部接触面２３０は、第１の接着剤２３２と、第２の接着剤
２３４とを含む。粘着性手当て用品２００は、粘着性手当て用品２００の外縁部分である
外周２４０を備える。
【００４６】
　基材２１０は、前述のように１つ以上の層を備えてもよい。この実施形態において、挿
入部位７１０が視認可能であることが所望され、従って、挿入部位７１０上の基材２１０
は、透明な材料を備える。上面２２０の基底の、外部接触面２３０で、第１の部分２３１
が第１の接着剤２３２を含む。第１の部分２３１とは別個である第２の部分２３３は、第
２の接着剤２３４を含む。この実施形態において、外周２４０は、第２の接着剤２３４を
含む第２の部分２３３と、第１の接着剤２３２を含む第１の部分２３１とを備える。第１
の接着剤２３２を含む第１の部分２３１は、医療用装置６００を覆うために、医療用装置
６００が挿入部位７１０から外向きに延在するであろう場所に隣接して位置決めされる。
また、この場合、挿入部位７１０上で、これは、粘着性手当て用品を取り外した後、挿入
部位７１０の医療用装置６００の挿入針６１０が皮膚から離れないように、接着剤を含ま
ない第３の部分２３５が形成されることが所望されてもよい。この粘着性手当て用品２０
０はまた、任意の担体層又は放出層（図示せず）も含んでもよい。
【００４７】
　図５は、粘着性手当て用品３００の別の実施形態の上面図である。図６は、第１の部分
３３１を横断する図５の実施形態の側断面図で、テープストリップとして示される。図５
及び６に示される接着性手当て用品３００は、図３及び４に示される接着性手当て用品に
形状が類似する。ただし、この実施形態において、第１の接着剤３３２を含む第１の部分
３３１は、第１の接着剤３３２を含む第１の部分３３１が、外側接触面３３０で暴露する
ように、粘着性手当て用品３００の上面３２０を覆うよう適用されるテープストリップで
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ある。このテープストリップは、適用された後、上面３２０に永続的に固定されてもよく
、上面３２０から取り外されてもよい。
【００４８】
　この実施形態において、外周３４０は、第２の接着剤３３４を含む第２の部分３３３と
、第１の接着剤３３２を含む第１の部分３３１とを備える。第１の接着剤３３２を含む第
１の部分３３１は、テープストリップから形成され、医療用装置（図示せず）が挿入部位
から外向きに延在するであろう場所に隣接して位置決めされる。この実施形態において、
任意の数の基材層が含まれ得ること、図３及び４に示される医療用装置に類似の医療用装
置が皮膚に固定されなければならないこと、任意の担体層及び放出層を含み得ることを理
解されたい。
【００４９】
　図７は、粘着性手当て用品４００の別の実施形態の上面図である。図８は、図７の実施
形態の側断面図である。粘着性手当て用品４００は、上面４２０と外部接触面４３０とを
有する基材４１０を備え、第１の接着剤４３２と第２の接着剤４３４とを含有する。粘着
性手当て用品４００は、粘着性手当て用品の外縁部分である外周４４０を備える。
【００５０】
　基材４１０は、複数の層を備える。この実施形態において、第１の層４１１は、上面４
２０を形成し、粘着性手当て用品４００を覆うよう連続的に延在する。第２の層４１２は
、吸収性フォームであり、この手当て用品が創傷包帯として好適になる。第３の層４１３
は、第１の接着剤４３３の粘着を支援するために含まれ、第４の層４１４は、第２の接着
剤４３４の粘着を支援するために含まれる。
【００５１】
　外部接触面４３０で、第１の部分４３１は、第１の接着剤４３２を含む。第１の部分４
３１とは別個である第２の部分４３３は、第２の接着剤４３４を含む。この実施形態にお
いて、第１の部分４３１及び第２の部分４３３はそれぞれ、線状区画を備え、第１の部分
４３１が外周４４０の大部分を形成する。この構成は、医療用装置を固定するため、又は
粘着性手当て用品４００を皮膚に固定する際に役立つためのより強力な接着剤を含むと同
時に皮膚に優しい接着剤という利点を組み合わせることに役立つ。
【００５２】
　図９は、粘着性手当て用品５００の別の実施形態の上面図である。図１０は、医療用装
置６００を覆うよう適用され、皮膚７００に固定される粘着性手当て用品５００の側断面
図である。この実施形態は、単一の第１の部分５３１が存在し、粘着性手当て用品５００
の終端にそれぞれ第２の部分５３３が存在することを除き、図７及び８に示される実施形
態に類似する。第１の部分５３１及び第２の部分５３３の配置にいくらか類似するが、任
意の数の基材が含まれてもよいことを理解されたい。例えば、図８に示される粘着性手当
て用品５００は、テープストリップであってもよく、基材が単一又は複層の、透明又は不
透明のフィルム、織布、編物、又は不織布材料である。
【００５３】
　本発明の具体的な実施形態を本明細書中に示し説明してきたが、これら実施形態は、多
くの考えられる具体的な構成を単に例示しているにすぎず、構成は本発明の原理を適用し
て考案され得ることは理解されよう。これらの原理に基づけば、本発明の趣旨及び範囲か
ら逸脱することなく、多くの様々な他の構成が当業者によって考案され得る。したがって
、本発明の範囲は、本出願に述べられる構造に限定されるべきではなく、「特許請求の範
囲」の文言により述べられる構造及びそうした構造の均等物によってのみ限定されるべき
ものである。本発明の実施態様の一部を以下の項目［１］－［３０］に記載する。
[１]
　医療用手当て用品であって、
　上面と、前記上面の反対側の外部接触面とを有する基材と、
　前記外部接触面の第１の部分に第１の粘着力を有する第１の接着剤と、
　前記外部接触面の第２の部分に第２の粘着力を有する第２の接着剤と、を備え、
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　前記第１の接着剤が、前記第２の接着剤よりも大きい粘着力を有し、
　前記第２の接着剤を有する前記第２の部分が、外周に隣接し、前記基材の前記外周の少
なくとも２５％に沿って延在する、医療用手当て用品。
[２]
　前記基材が、互いに固定される１つ以上の材料の複合体である、項目１に記載の医療用
手当て用品。
[３]
　前記外部接触面が、前記基材の１つ以上の層から構成される、項目１又は２に記載の医
療用手当て用品。
[４]
　前記基材が、透明な水蒸気透過性高分子フィルムを含む、項目１～３のいずれか一項に
記載の医療用手当て用品。
[５]
　前記上面の少なくとも一部の上に剥離可能な担体層を更に備える、項目１～４のいずれ
か一項に記載の医療用手当て用品。
[６]
　前記外部接触面の少なくとも一部の上に剥離層を更に備える、項目１～５のいずれか一
項に記載の医療用手当て用品。
[７]
　前記第２の部分が、前記外周の５０％未満に沿って延在する、項目１～６のいずれか一
項に記載の医療用手当て用品。
[８]
　前記第１の部分が、前記外周の少なくとも５０％に沿って延在する、項目１～７のいず
れか一項に記載の医療用手当て用品。
[９]
　前記外周全体が、前記第２の部分を有する、項目１～８のいずれか一項に記載の医療用
手当て用品。
[１０]
　前記第１の部分が、前記第２の部分によって完全に包囲される、項目１～９のいずれか
一項に記載の医療用手当て用品。
[１１]
　前記第１の接着剤を含む複数の第１の部分を備える、項目１～１０のいずれか一項に記
載の医療用手当て用品。
[１２]
　前記第２の接着剤を含む複数の第２の部分を備える、項目１～１１のいずれか一項に記
載の医療用手当て用品。
[１３]
　それぞれの第１の部分が、第２の部分によって別の第１の部分とは別個である、項目１
～１２のいずれか一項に記載の医療用手当て用品。
[１４]
　本質的に接着剤を含まない前記外部接触面の第３の部分を更に備える、項目１～１３の
いずれか一項に記載の医療用手当て用品。
[１５]
　前記第１の部分によって形成される領域が、前記第２の部分によって形成される領域よ
りも小さい、項目１～１４のいずれか一項に記載の医療用手当て用品。
[１６]
　前記外部接触面の領域の少なくとも２５％が、前記第２の部分を含む、項目１～１５の
いずれか一項に記載の医療用手当て用品。
[１７]
　前記外部接触面の領域の５０％未満が、前記第１の部分を含む、項目１～１６のいずれ
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か一項に記載の医療用手当て用品。
[１８]
　前記第１の部分が、前記医療用手当て用品から取り外し可能である、項目１～１７のい
ずれか一項に記載の医療用手当て用品。
[１９]
　前記第１の部分が、テープストリップを有する、項目１～１８のいずれか一項に記載の
医療用手当て用品。
[２０]
　前記外部接触面の前記第２の部分の前記第２の接着剤が、皮膚に接触する、項目１～１
９のいずれか一項に記載の医療用手当て用品。
[２１]
　前記外部接触面の前記第１の部分の第１の接着剤に固定される医療用装置を更に備える
、項目１～２０のいずれか一項に記載の医療用手当て用品。
[２２]
　前記第１の接着剤が、アクリレート含有接着剤である、項目１～２１のいずれか一項に
記載の医療用手当て用品。
[２３]
　前記第２の接着剤が、シリコーン含有接着剤である、項目１～２２のいずれか一項に記
載の医療用手当て用品。
[２４]
　医療用手当て用品であって、
　上面と、前記上面の反対側の外部接触面とを有する基材と、
　前記外部接触面の第１の部分にアクリレート接着剤と、
　前記外部接触面の第２の部分にシリコーン接着剤と、を備え、
　前記シリコーン接着剤を有する前記第２の部分が、外周に隣接し、前記基材の前記外周
の少なくとも２５％に沿って延在する、医療用手当て用品。
[２５]
　医療用装置を固定する方法であって、
　前記医療用装置を皮膚に隣接して位置付けることと、
　上面と、前記上面の反対側の外部接触面とを有する基材と、前記外部接触面の第１の部
分に第１の粘着力を有する第１の接着剤と、前記外部接触面の第２の部分に第２の粘着力
を有する第２の接着剤とを備える医療用手当て用品を、前記第１の接着剤が前記医療用装
置と接触し、前記第２の接着剤が前記皮膚と接触するように、前記医療用装置を覆うよう
適用することと、を含む、方法。
[２６]
　前記第２の接着剤を有する前記第２の部分が、外周に隣接し、前記基材の前記外周の少
なくとも２５％に沿って延在する、項目２５に記載の方法。
[２７]
　挿入部位で皮膚内に前記医療用装置の一部を挿入することを更に含む、項目２５又は２
６に記載の方法。
[２８]
　前記医療用手当て用品が、本質的に接着剤を含まない前記外部接触面の第３の部分を更
に備え、前記方法が、前記挿入部位に隣接して前記第３の部分を提供することを更に含む
、項目２５～２７のいずれか一項に記載の方法。
[２９]
　前記第１の部分が、前記医療用手当て用品から取り外し可能であり、前記方法が、前記
第１の部分を前記医療用手当て用品及び前記基材の前記上面に適用することを更に含む、
項目２５～２８のいずれか一項に記載の方法。
[３０]
　前記第１の接着剤がアクリレート含有接着剤であり、前記第２の接着剤がシリコーン含
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